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消
費
生
活
相
談
 

開
設
し
ま
す
 

行
政
書
士
に
よ
る
 

無
料
相
談
 

手
当
を
 

振
り
込
み
ま
し
た
 

市
障
害
者
扶
助
料
・
 

市
遺
児
手
当
受
給
者
の
方
 

人
権
擁
護
委
員
に
 

ご
相
談
く
だ
さ
い
 

１０
月
２０
日
豺
〜
２６
日
豸
 

行
政
相
談
週
間
 

市
 
□
 

市
 
□
 

市
 
□
 

          　
悪
徳
商
法
や
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に

関
す
る
消
費
生
活
上
の
ト
ラ
ブ
ル
を

解
決
す
る
た
め
、
専
門
の
相
談
員
が

相
談
に
応
じ
て
、
助
言
な
ど
を
行
な

い
ま
す
。 

　
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 

相
談
日
　
毎
月
第
2
金
曜
日
 

１０
月
の
相
談
日
　
１０
月
１０
日
貊
　
午

　
後
１
時
〜
4
時
 

と
こ
ろ
　
市
役
所
相
談
室
 

問
合
せ
先
 

　
　
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐１
１
１
１
（
内
線
２６５
・
２６９ 
） 

     　
児
童
や
高
齢
者
の
虐
待
、
差
別
な

ど
市
民
の
基
本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
監
視
し
、
も
し

こ
れ
が
侵
さ
れ
た
場
合
に
、
速
や
か

に
適
切
な
処
置
を
と
る
た
め
、
市
で

は
4
人
の
委
員
が
相
談
を
受
け
て
い

ま
す
。 

相
談
日
　
毎
月
第
１
木
曜
日
　
午
後

１
時
〜
3
時
 

と
こ
ろ
　
市
役
所
相
談
室
 

人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）　
 

　
原
田
絹
代
、
都
築
律
子
 

　
山
本
鍾
児
、
岡
本
澄
雄
 

問
合
せ
先
 

　
　
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐１
１
１
１
（
内
線
２６９ 
） 

     　
行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
の

委
嘱
を
受
け
た
皆
さ
ん
の
身
近
な
相

談
相
手
で
す
。 

　
国
・
県
・
市
町
村
の
仕
事
に
つ
い

て
、
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・

要
望
な
ど
を
市
で
は
2
人
の
相
談
員

が
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。 

　
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

相
談
日
　
毎
月
第
１
木
曜
日
　
午
後

１
時
〜
3
時
 

と
こ
ろ
　
市
役
所
相
談
室
 

行
政
相
談
委
員
（
敬
称
略
） 

　
桜
井
幸
助
 

　
加
藤
修
三
 

問
合
せ
先
 

　
　
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ
 

　
蕁
５２‐１
１
１
１
（
内
線
２６９ 
） 

  

    　
１０
月
１
日
は
「
法
の
日
」
で
す
。 

官
公
署
に
提
出
す
る
許
認
可
申
請
手

続
き
な
ど
に
つ
い
て
の
無
料
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。 

と
き
　
１０
月
１４
日
貂
　
午
後
１
時
〜

4
時
 

と
こ
ろ
　
市
役
所
4
階
第
１
会
議
室
 

問
合
せ
先
 

　
愛
知
県
行
政
書
士
会
碧
海
支
部
 

　
蕁
４８‐１
6
7
1
 

                 　
平
成
２０
年
度
前
期
分
の
扶
助
料
・

市
遺
児
手
当
を
9
月
３０
日
付
け
で
振

込
み
ま
し
た
。 

　
記
帳
な
ど
で
確
認
し
、
振
り
込
み

が
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
至
急
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
、
次
回
分
か
ら
振
込
先
を
変

更
し
た
い
方
は
、
印
か
ん
を
持
参
の

う
え
、
い
き
い
き
広
場
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。 

問
合
せ
先
　
 

　
い
き
い
き
広
場
内
地
域
福
祉
グ
ル

ー
プ
 

　
蕁
５２‐9
8
7
1

相
　
談 

福
　
祉 


